
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
職
員
厚
生
課
） 

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則 

（
介
護
保
険
室
） 

一

〇
家
畜
人
工
授
精
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
畜　

産　

課
） 

一

 
告

示

〇
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
人　

事　

課
） 

二

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
） 

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
） 

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
） 

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
） 

三

 
監
査
委
員

〇
宮
城
県
知
事
に
対
す
る
措
置
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
公
表 

 

四

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
五
八
号
中 

 

九

 
規

則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
号

　
　
　

県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
三
項
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等

に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
三
号

　
　
　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則（
平
成
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
（
裏
面
）
中
「社

団
法
人

」  
「財

団
法
人

」
を
「一

般
社
団
法
人

」  
「一

般
財
団
法
人

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

家
畜
人
工
授
精
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
四
号

　
　
　

家
畜
人
工
授
精
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

家
畜
人
工
授
精
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
備
考
第
二
号
中
「
社
団
法
人
全
国
和
牛
登
録
協
会
」
の
下
に
「（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
に
全

国
和
牛
登
録
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

，
，
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告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
五
号

　

職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
表
彰
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
五
項
第
一
号
中
「
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
を
「
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
六
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

あ
け
ぼ
の
福
祉
協
議
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

岸
山　

義
文

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
宮
町
五
丁
目
七
番
三
十
四－

一
〇
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
等
に
対
し
て
、
施
設
の
経
営
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
社

会
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
字
越
路
一
九
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
九
の
一
四
一
五
、
一
九
の
一
四
二

七
、
一
九
の
一
四
二
八

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
仙
台
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
千
七
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

第2013号　平成20年11月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
七
五

〇
四
一
五
一
〇
〇
〇
六
四

有
限
会
社
楽
・
楽
介
護
セ
ン

タ
ー
仙
台
市
太
白
区
袋
原
字
堰
場
六

十
八
番
地
の
一

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
思
行
園

仙
台
市
青
葉
区
大
倉
字
大
原
新

田
二
十
六－

十
二

有
限
会
社
楽
・
楽
介
護
セ
ン

タ
ー

社
会
福
祉
法
人
共
和
会

平
成
二
十
年

十
一
月
四
日

平
成
二
十
年

十
一
月
十
日

事

業

所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

設　

置　

者　

名

廃
止
年
月
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建

設

業

許

可

番

号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

受

付

年

月

日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東

部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

馬
籠
東
和
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
八
十
二
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
八
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
河
原
町
広
表
土
地
区
画
整
理
組
合
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有
限
会
社
末
永
組

末
永　

政
悦

株
式
会
社
草
新
社

高
橋　

寿

株
式
会
社
白
鳥
工

務
店
白
鳥　

勇
二

株
式
会
社
タ
カ
ラ

社
本　

啓
之

有
限
会
社
西
多
賀

地
所
今
野　

一
男

有
限
会
社
一
成
興

業
建
設

高
谷　

秀
弥

有
限
会
社
Ｎ
・
Ｓ

・
Ｂ
仙
台

佐
藤　

公
一

ア
イ
・
ソ
ル
・
エ

ン
ジ
株
式
会
社

東
條　

勲

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
御

蔵
場
一

石
巻
市
桃
生
町
神
取
字
屋

敷
七
十

石
巻
市
門
脇
字
青
葉
東
四

十
三－

四

仙
台
市
青
葉
区
中
山
二
丁

目
十－

十

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
一

丁
目
十
五－

二
十
八

加
美
郡
加
美
町
四
日
市
場

字
屋
敷
五
十
一

塩
竈
市
香
津
町
十－

八

黒
川
郡
富
谷
町
あ
け
の
平

一
丁
目
三
十
二－

十
二

般－

十
六

第
二
千
九
百
九

十
九
号

般－

十
八

第
七
千
四
百
二

十
九
号

特－

十
八

第
七
千
七
百
三

十
七
号

般－
十
七

第
一
万
三
千
九

号般－

十
九

第
一
万
四
千
五

百
七
十
九
号

般－

二
十

第
一
万
六
千
八

百
四
十
一
号

般－

十
五

第
一
万
七
千
二

十
六
号

般－

十
九

第
一
万
七
千
九

百
七
十
九
号

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

ほ
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

　

電
気
通
信
工
事
業

　

消
防
施
設
工
事
業

平
成
二
十
年

十
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

十
月
三
十
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

十
月
二
十
三
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

白
石
上
山
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
曲
竹
字
河
原
口
一
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
曲
竹
字
妙
見
五
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年

十
一
月
二
十
八
日

変　

更　

の　

区　

間

登
米
市
東
和
町
米
川
字
寺
内
三
三
番
二
四
地
先
か

ら同
市
同
町
米
川
字
青
木
三
号
二
二
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
Ａ

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
〇
〜七
八
・
〇

　

五
・
五
〜三
三
・
二

一
二
・
〇
〜七
八
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
八
七
・
九

一
七
五
四
・
二

一
五
八
七
・
九



二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
河
原
町
字
新
南
十
九
番
地

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　
　

角　

田　

哲　

男　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
九
十
六
番
地

　
　
　

小　

原　

昭　

治　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
五
十
四
番
地

　
　
　

我　

妻　

清　

作　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
九
十
八
番
地

　
　
　

小　

野　

豊　

人　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
四
十
五
番
地

　
　
　

吉　

野　

文　

雄　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
土
手
下
四
番
地
二

　
　
　

押　

野　

重　

夫　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
八
十
七
番
地

　
　
　

小　

野　

�　

藏　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
百
二
十
二
番
地

　
　
　

鈴　

木　

清　

治　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
百
十
八
番
地

　
　
　

鈴　

木　

清　

吾　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
尻
六
十
二
番
地
二

　
　
　

山　

家　

正　

信　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
金
ケ
瀬
字
町
十
八
番
地

 
監
査
委
員
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〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
242条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
本
措
置
請
求
に
つ
い
て
，
同
条
第
４
項
の

規
定
に
基
づ
き
監
査
し
た
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
20年
11月
28日

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
地
森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

第
１
　
請
求
の
あ
っ
た
日

　
　
　
平
成
20年
９
月
22日

第
２
　
請
求
人

　
　
　
柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
寄
井
280－

４
　
　
 佐
藤
　
　
勲

　
　
　
柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
赤
沼
163－

５
　
　
 岡
　
　
　
久

　
　
　
柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
北
寄
井
34　
　
　
　
鈴
木
　
健
一

　
　
　
柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
寄
井
120　

　
　
　
 大
内
　
敬
子

　
　
　
柴
田
郡
村
田
町
大
字
関
場
字
砂
子
８
　
　
　
　
　
佐
藤
　
正
隆

第
３
　
措
置
請
求
の
内
容

　
　
　
で
き
る
か
ぎ
り
措
置
請
求
書
の
原
文
に
即
し
て
記
載
す
る
。

　
１
　
請
求
の
要
旨

�
　
宮
城
県
は
平
成
20年
３
月
か
ら
村
田
町
竹
の
内
産
廃
処
分
場
の
支
障
除
去
対
策
工
事
「
竹
の
内
地
区
産
業
廃

棄
物
最
終
処
分
場
支
障
除
去
対
策
工
事
（
覆
土
整
形
工
）・（

排
水
工
）」
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
覆
土
整
形
工

の
工
事
中
に
５
月
末
か
ら
８
月
に
か
け
て
，
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
た
廃
棄
物
が
掘
り
お
こ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
た
。
掘
り
お
こ
し
た
廃
棄
物
の
総
量
は
８
月
末
現
在
で
約
680ト

ン
。
こ
れ
は
即
日
仙
台
市
内
の
最
終

処
分
場
に
搬
出
し
て
管
理
型
産
業
廃
棄
物
と
し
て
再
処
理
を
委
託
し
て
き
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
‘
整
形
工
’
は
私
た
ち
が
「
無
謀
な
切
土
整
形
工
は
ゴ
ミ
層
を
攪
乱
し
て
ガ
ス
汚
染
を
再
現
す
る
な
ど

支
障
除
去
工
に
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
強
く
反
対
し
て
工
事
の
進
捗
を
注
視
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
�
　
当
該
廃
棄
物
出
土
工
区
は
，

・
平
成
15年
５
月
に
竹
の
内
処
分
場
唯
一
の
廃
棄
物
露
出
部
と
し
て
認
定
さ
れ
，
同
処
分
場
へ
の
行
政
代
執
行

第
１
号
で
覆
土
整
地
さ
れ
，

・
同
年
12月
の‘
埋
め
立
て
廃
棄
物
調
査
’の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
で
覆
土
不
足
が
判
明
。
私
た
ち
の
指
摘
に
よ
っ

て
翌
16年
２
月
に
6,400平

米
の
覆
土
を
代
執
行
し
た
浅
層
埋
め
立
て
の
要
注
意
エ
リ
ア
で
あ
っ
た
。

・
平
成
16年
度
初
頭
か
ら
，
県
が
設
置
し
た
竹
の
内
産
廃
場
総
合
対
策
委
員
会
で
処
分
場
の
総
合
対
策
が
議
論

さ
れ
る
な
か
，
そ
れ
ま
で
の
断
片
的
な
調
査
デ
ー
タ
を
補
完
・
確
認
す
る
総
合
調
査
が
必
要
に
な
り
，
平
成

16年
12月
以
来
，
い
ま
に
至
る
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業
務
は
㈱
建
設
技
術
研
究
所
に
よ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　
県
は
，
同
社
が
持
つ
先
端
技
術
と
経
験
に
頼
っ
て
埋
め
立
て
総
量
を
特
定
し
，
そ
の
精
査
結
果
を
信
頼
し
て

今
日
の
支
障
除
去
工
ま
で
を
設
計
委
託
し
て
き
た
と
す
る
。

　
‘
埋
め
立
て
廃
棄
物
量
等
調
査
’‘
有
害
物
質
分
布
状
況
調
査
’
で
高
密
度
電
気
探
査
，
表
層
（
境
界
面
）

ガ
ス
調
査
な
ど
を
行
っ
た
同
社
自
身
に
よ
る
覆
土
整
形
工
の
設
計
だ
か
ら
，
想
定
外
浅
層
に
大
量
の
ゴ
ミ
層
が

存
在
し
，
ガ
ス
を
伴
っ
て
掘
り
お
こ
さ
れ
，
管
理
型
の
処
分
場
に
搬
出
，
処
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

　
し
か
し
ゴ
ミ
層
攪
乱
事
案
は
実
際
に
お
き
，
８
月
末
ま
で
断
続
的
に
継
続
し
，
そ
の
廃
棄
物
の
総
量
は
680ト

ン
，
そ
の
組
成
は
11.51％

の
易
燃
性
可
燃
物
を
含
む
と
報
告
さ
れ
た
。

　
　
�
　
上
の
事
実
に
鑑
み
，
請
求
者
ら
は
次
の
監
査
請
求
を
行
う
。

　
基
礎
的
・
総
合
的
な
調
査
に
万
全
を
期
し
て
設
計
し
た
と
す
る
支
障
除
去
工
で
，
懸
念
し
た
大
量
の
廃
棄
物



（5）　 平成20年11月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2013号　　 
が
出
土
し
た
の
だ
か
ら
，
従
来
の
廃
棄
物
調
査
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
，
覆
土
整
形
工
の
設
計
に
手
落
ち
が
あ
っ

た
か
，
あ
る
い
は
そ
の
重
複
で
あ
る
。

①
　
宮
城
県
が
㈱
建
設
技
術
研
究
所
に
こ
れ
ま
で
支
払
っ
て
き
た
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業
務
に
係
る
委
託

費
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。

②
　
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
調
査
設
計
部
門
で
の
つ
ま
づ
き
で
竹
の
内
の
再
生
が
頓
挫
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
，
地
元
の
知
見
を
い
か
し
た
再
調
査
を
行
い
，
竹
の
内
処
分
場
の
早
期
再
生
を
進
め
る
よ
う
勧
告
す
る
こ

と
を
求
め
る
。

　
２
　
こ
の
住
民
監
査
請
求
を
い
ま
行
う
理
由

　
想
定
外
の
浅
深
度
廃
棄
物
層
の
存
在
は
竹
の
内
処
分
場
の
確
定
的
な
埋
め
立
て
総
量
さ
え
書
き
換
え
ね
ば
な
ら

な
い
重
大
事
案
な
の
で
，
現
場
作
業
の
進
捗
状
況
を
み
て
総
出
土
量
，
出
土
廃
棄
物
の
組
成
分
析
を
確
認
し
て
，

住
民
監
査
請
求
の
意
義
を
深
め
よ
う
と
は
か
っ
た
。

第
４
　
措
置
請
求
書
の
補
正
及
び
請
求
の
受
理

　
１
　
措
置
請
求
書
の
補
正

　
　
　
措
置
請
求
書
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
補
正
が
な
さ
れ
た
。

　
　
�
　
措
置
請
求
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
，
宮
城
県
知
事
で
あ
る
こ
と
。

�
　
違
法
又
は
不
当
な
行
為
の
指
摘
は
，
宮
城
県
が
平
成
16年
度
以
降
に
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
支
払
っ

た
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業
務
に
係
る
委
託
費
の
支
出
は
，
十
分
な
成
果
品
を
伴
わ
な
い
違
法
又
は
不
当
な

公
金
の
支
出
で
あ
る
こ
と
。

�
　
当
該
行
為
に
よ
り
県
が
こ
う
む
っ
た
損
害
は
，
宮
城
県
が
平
成
16年
度
以
降
に
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所

に
支
払
っ
た
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業
務
に
係
る
委
託
費
の
支
出
は
，
十
分
な
成
果
品
を
伴
わ
な
い
も
の
で

あ
り
，
そ
の
全
額
が
県
の
損
害
で
あ
る
こ
と
。

　
２
　
請
求
の
受
理

　
請
求
人
は
，「
県
が
平
成
16年
度
以
降
に
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
支
払
っ
た
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業

務
に
係
る
委
託
費
の
支
出
は
，
十
分
な
成
果
品
を
伴
わ
な
い
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
で
あ
る
。」
と
し
た

上
で
，「
①
宮
城
県
が
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
こ
れ
ま
で
支
払
っ
て
き
た
一
連
の
竹
の
内
調
査
設
計
業
務
に

係
る
委
託
費
の
全
額
返
還
を
求
め
る
。
②
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
調
査
設
計
部
門
で
の
つ
ま
づ
き
で
竹
の
内
の
再

生
が
頓
挫
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
，
地
元
の
知
見
を
い
か
し
た
再
調
査
を
行
い
，
竹
の
内
処
分
場
の
早
期
再
生
を

進
め
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。」
と
し
て
監
査
及
び
措
置
を
請
求
し
て
い
る
。

　
本
件
監
査
請
求
は
，
公
金
の
支
出
に
係
る
監
査
請
求
と
認
め
ら
れ
る
。
公
金
の
支
出
に
係
る
監
査
請
求
に
つ
い

て
は
，
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
242条

第
２
項
の
期
間
制
限
の
適
用

が
あ
る
。
事
実
証
明
書
４
番
で
個
別
に
摘
示
の
あ
っ
た
４
件
の
業
務
委
託
契
約
に
つ
い
て
見
る
と
，
別
表
の
と
お

り
８
件
の
支
出
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
，
№
４
に
係
る
完
了
払
分
１
件
の
支
出
に
つ
い
て
は
，
委
託

費
の
支
出
が
あ
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
に
請
求
が
な
さ
れ
て
お
り
適
法
な
請
求
と
認
め
ら
れ
る
の
で
こ
れ
を
受
理

す
る
こ
と
と
し
た
。

　
な
お
，
本
件
監
査
請
求
が
あ
っ
た
日
は
，
№
４
に
係
る
前
金
払
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
１
年
を
経
過
し
て
い
る
が
，

監
査
対
象
事
項
を
判
断
す
る
資
料
と
し
て
，
前
金
払
に
係
る
部
分
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

と
し
た
。

　
№
１
か
ら
№
３
ま
で
及
び
№
４
に
係
る
前
金
払
分
の
７
件
の
支
出
に
つ
い
て
は
，
委
託
費
の
支
出
が
あ
っ
た
日

か
ら
１
年
を
経
過
し
た
後
に
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
，
か
つ
，
法
第
242条

第
２
項
た
だ
し
書
き
に
い
う
「
正

当
な
理
由
」
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
な
い
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
却
下
す
る
。

　
ま
た
，
本
件
監
査
請
求
は
，「
公
金
の
支
出
」
に
係
る
請
求
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
法
第
242条

第
１
項
の
規
定
に

よ
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
は
「
当
該
行
為
を
防
止
し
，
若
し
く
は
是
正
し
，
又
は
当
該
行
為
に
よ
り
県

の
こ
う
む
っ
た
損
害
を
補
填
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
」
に
限
ら
れ
る
。
請
求
人
の
求
め
る
「
②
こ
の
よ
う
な
基

本
的
な
調
査
設
計
部
門
で
の
つ
ま
づ
き
で
竹
の
内
の
再
生
が
頓
挫
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
，
地
元
の
知
見
を
い
か

し
た
再
調
査
を
行
い
，
竹
の
内
処
分
場
の
早
期
再
生
を
進
め
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
。」
措
置
は
，
こ

れ
に
該
当
し
な
い
不
適
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
こ
れ
を
却
下
す
る
。

第
５
　
監
査
の
実
施

　
１
　
監
査
の
対
象
事
項

　
　
　
監
査
の
対
象
事
項
は
，
平
成
19年
度
に
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
支
払
わ
れ
た
委
託
費
の
支
出
と
し
た
。

　
２
　
監
査
対
象
箇
所

　
委
託
費
の
支
出
の
事
務
を
行
っ
た
廃
棄
物
対
策
課
及
び
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
を
監
査
対
象
箇
所
と
し

た
。

　
３
　
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

　
法
第
242条

第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
20年
10月
15日

に
実
施
し
た
請
求
人
に
よ
る
証
拠
の
提
出
及
び
陳

述
に
お
い
て
，
証
拠
の
追
加
提
出
が
あ
り
，
措
置
請
求
書
を
補
足
す
る
陳
述
が
行
わ
れ
た
。

第
６
　
監
査
の
結
果

　
１
　
事
実
関
係
の
確
認

　
書
類
調
査
に
よ
り
，
平
成
16年
度
以
降
の
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
へ
の
業
務
委
託
状
況
に
つ
い
て
は
，
別

表
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
ま
た
，
監
査
対
象
事
項
に
係
る
業
務
委
託
契
約
の
執
行
状
況
は
，
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
　
〇
業
務
名
：
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障
除
去
対
策
実
施
設
計
業
務

　
　
　
〇
契
約
年
月
日
：
平
成
19年
４
月
26日
　
　
契
約
金
額
：
35,070,000円
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変
更
契
約
年
月
日
：
平
成
19年
９
月
26日
　
　
変
更
契
約
金
額
：
42,031,500円

（
増
額
後
）

　
　
　
　
変
更
理
由
・
内
容
：
電
気
工
作
物
の
調
査
費
の
追
加
，
多
機
能
性
盛
土
試
験
の
追
加
，
表
層
ガ
ス
調
査
箇
所

の
追
加
等
に
よ
る
契
約
金
額
の
増
加
及
び
履
行
期
間
の
延
長

　
　
　
　
変
更
契
約
年
月
日
：
平
成
19年
12月
７
日
　
　
変
更
契
約
金
額
：
42,515,550円

（
増
額
後
）

　
　
　
　
変
更
理
由
・
内
容
：
表
層
ガ
ス
調
査
等
解
析
業
務
に
つ
い
て
，
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分

場
生
活
環
境
影
響
調
査
評
価
委
員
会
（
以
下
「
評
価
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
し

た
結
果
，
水
位
観
測
箇
所
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
契
約
金
額
の
増
加

及
び
履
行
期
間
の
延
長

　
　
　
　
最
終
契
約
金
額
：
42,515,550円

（
消
費
税
込
み
）

　
　
　
　
最
終
契
約
期
間
：
平
成
19年
４
月
27日
か
ら
平
成
20年
３
月
10日
ま
で

　
　
　
〇
入
札
方
法
：
指
名
競
争
入
札
（
12者
指
名
：
12者
参
加
）

　
　
　
　
予
定
価
格
（
事
前
公
表
）：
37,310,000円

（
消
費
税
抜
き
）

　
　
　
　
落
札
価
格
：
33,400,000円

（
消
費
税
込
み
35,070,000円

，
落
札
率
89.5％

）

　
　
　
〇
業
務
完
了
年
月
日
：
平
成
20年
３
月
10日

　
　
　
〇
検
査
年
月
日
：
平
成
20年
３
月
17日
　
　
　
検
査
の
結
果
　
合
格

　
　
　
〇
支
出
行
為

　
　
　
　
前
金
払
　
　
請
求
年
月
日
：
平
成
19年
５
月
７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
払
年
月
日
：
平
成
19年
５
月
18日
　
支
払
金
額
：
10,520,000円

　
　
　
　
完
了
払
　
　
請
求
年
月
日
：
平
成
20年
３
月
26日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
払
年
月
日
：
平
成
20年
４
月
４
日
　
支
払
金
額
：
31,995,550円

　
２
　
監
査
対
象
箇
所
か
ら
の
聴
き
取
り

　
　
　
事
実
確
認
を
踏
ま
え
，
監
査
対
象
箇
所
に
対
し
て
聴
き
取
り
を
行
っ
た
結
果
，
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
�
　
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障
除
去
対
策
実
施
設
計
業
務
の
概
要

　
　
　
イ
　
監
査
対
象
事
項
で
あ
る
Ｈ
19竹
の
内
第
１
－
202号「

村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障

除
去
対
策
実
施
設
計
業
務
」
は
，
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
対
策
の
一
環
と
し
て
，
多

機
能
性
覆
土
，
整
形
工
設
計
，
雨
水
排
水
工
設
計
，
処
分
場
東
側
簡
易
設
備
設
計
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
設

計
，
農
道
部
横
断
管
等
の
検
討
，
電
気
配
線
等
の
検
討
，
多
機
能
性
覆
土
盛
土
試
験
，
表
層
ガ
ス
調
査
，
地

下
水
水
質
調
査
，
地
下
水
位
観
測
業
務
等
を
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
委
託
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
当
該
委
託
業
務
は
，
適
正
に
履
行
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。
平
成
16年
度
及
び
平
成
19年
度
に
実

施
し
た
表
層
ガ
ス
調
査
で
副
次
的
に
得
た
覆
土
厚
の
デ
ー
タ
を
実
施
設
計
に
活
用
し
て
い
る
が
，
当
該
調
査

は
，
サ
ン
プ
ル
調
査
と
し
て
の
限
界
は
あ
る
も
の
の
，
そ
れ
を
も
っ
て
，
不
確
実
・
不
完
全
な
調
査
結
果
を

使
っ
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　
　
ハ
　
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障
除
去
対
策
（
覆
土
整
形
工
）
工
事
（
以
下
「
覆
土
整

形
工
」
と
い
う
。）
で
は
，
廃
棄
物
層
を
掘
削
し
な
い
前
提
で
設
計
し
て
い
る
も
の
の
，
施
工
時
に
廃
棄
物

層
を
掘
削
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
全
く
否
定
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
，
施
工
管
理
に
お
い
て
，
廃
棄
物

層
を
掘
削
し
た
場
合
の
対
策
は
立
て
て
い
た
。

　
　
�
　
覆
土
厚
の
調
査
方
法

　
　
　
イ
　
平
成
16年
度
及
び
平
成
19年
度
に
表
層
ガ
ス
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
表
層
ガ
ス
調
査
は
，
処
分
場
全
体

を
30ｍ
メ
ッ
シ
ュ
又
は
15ｍ
メ
ッ
シ
ュ
に
，
廃
棄
物
層
50㎝

ま
で
ボ
ー
リ
ン
グ
し
，
ガ
ス
濃
度
及
び
温
度
等

の
計
測
を
主
目
的
と
す
る
調
査
で
あ
る
。
そ
の
際
，
ボ
ー
リ
ン
グ
コ
ア
に
つ
い
て
も
，
成
分
等
の
分
析
や
覆

土
厚
を
調
査
し
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
覆
土
厚
は
，
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
地
点
の
覆
土
厚
を
直
線
で
結
ん
で
，
そ
の
区
域
の
覆
土
厚
を
推
定
す
る
方

法
で
算
出
し
，
覆
土
整
形
工
の
実
施
設
計
に
活
用
し
て
い
る
。

　
　
　
ハ
　
表
層
ガ
ス
調
査
に
お
け
る
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
間
隔
を
30ｍ
と
し
た
理
由
は
，
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業

廃
棄
物
最
終
処
分
場
総
合
対
策
検
討
委
員
会
（
以
下
「
総
合
対
策
検
討
委
員
会
」
と
い
う
。）
で
の
検
討
結

果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
，
こ
の
調
査
で
，
特
に
ガ
ス
濃
度
の
高
い
地
点
及
び
温
度
が
高
い
地
点
に
つ

い
て
は
，
総
合
対
策
検
討
委
員
会
の
検
討
を
経
て
15ｍ
間
隔
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
，
そ
れ
ら
の

結
果
を
前
記
ロ
の
実
施
設
計
に
活
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
，
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
15年
法
律
第
98号
）
に
基
づ
く
基
本
的
な
方
針
二
の
２
に
よ
り
特
定
支
障

除
去
事
業
の
実
施
範
囲
の
把
握
方
法
で
，
30ｍ
四
方
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
切
り
試
料
を
採
取
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
こ
と
及
び
他
の
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
調
査
事
例
も
踏
ま
え
て
適
当
と
判
断
し
て
い
る
。

　
　
�
　
覆
土
整
形
工
に
お
け
る
廃
棄
物
掘
削
の
状
況

　
　
　
イ
　
覆
土
整
形
工
に
お
い
て
，
平
成
20年
６
月
30日
か
ら
８
月
７
日
ま
で
の
間
に
，
約
680ト

ン
の
廃
棄
物
を
掘

削
し
，
仙
台
市
内
の
管
理
型
最
終
処
分
場
に
搬
出
し
処
分
し
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
覆
土
整
形
工
で
は
，
覆
土
厚
を
50㎝

以
上
確
保
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
，
一
部
箇
所
で
切
土
中
に
廃

棄
物
が
浅
い
層
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
す
ぐ
に
ガ
ス
の
発
生
を
測
定
し
た
が
，
周
辺
へ
の
影

響
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま
覆
土
整
形
工
の
設
計
ど
お
り
に
切
土
又
は
盛
土
し
た
場
合
，
50㎝

の

覆
土
厚
が
確
保
で
き
な
い
場
所
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
，
50㎝

の
覆
土
厚
が
確
保
で
き
る
程
度
に
廃

棄
物
を
撤
去
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
，
他
の
区
域
で
も
同
様
の
こ
と
が
発
生
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
の

で
，
他
の
区
域
に
つ
い
て
も
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
箇
所
の
中
間
点
付
近
を
バ
ッ
ク
ホ
ー
で
試
掘
し
，
計
画
高
に

対
す
る
覆
土
厚
を
調
査
，
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
第
８
ブ
ロ
ッ
ク

※
注以
外
の
区
域
で
も
数
カ
所
浅
い
層
で
廃

棄
物
が
確
認
さ
れ
た
の
で
，
50㎝

の
覆
土
厚
が
確
保
で
き
る
程
度
に
廃
棄
物
を
撤
去
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ハ
　
廃
棄
物
が
出
た
面
積
は
約
1,040㎡

で
工
事
面
積
の
約
1.6％

で
あ
る
。

　
　
　
ニ
　
廃
棄
物
の
撤
去
作
業
に
あ
た
っ
て
は
，
ガ
ス
検
知
器
で
ガ
ス
の
発
生
を
監
視
し
て
い
る
が
，
ゴ
ミ
臭
が
し

た
の
で
，
捕
捉
材
の
入
っ
た
土
嚢
を
入
れ
る
と
と
も
に
，
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
で
養
生
す
る
な
ど
，
ゴ
ミ
臭
の
拡

散
や
ゴ
ミ
の
飛
散
防
止
を
図
っ
た
。
大
気
環
境
調
査
や
周
辺
住
民
へ
の
聞
き
取
り
調
査
等
を
行
っ
た
結
果
，

周
辺
環
境
へ
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
ホ
　
廃
棄
物
掘
削
の
状
況
等
に
つ
い
て
，
処
分
場
周
辺
の
住
民
に
周
知
す
る
た
め
，
平
成
20年

７
月
17日

に

「
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
対
策
に
つ
い
て
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
７
月
（
臨
時
号
）」

を
配
布
し
た
。

　
　
�
　
覆
土
整
形
工
に
お
け
る
地
域
住
民
へ
の
説
明
状
況

　
　
　
イ
　
現
在
，
覆
土
整
形
工
の
ほ
か
に
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障
除
去
対
策
（
排
水
工
）
工
事

（
以
下
「
排
水
工
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
も
施
工
中
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
工
事
を
発
注
す
る
に
あ
た
り
，
過
去
に
村
田
町
が
行
っ
た
町
道
工
事
で
廃
棄
物
が
出
現
し
た
と
の
情
報
を

得
て
お
り
，
排
水
工
に
お
い
て
は
，
廃
棄
物
が
掘
削
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
想
定
し
て
い
た
。
想
定

し
て
い
た
場
所
は
，
人
家
に
近
い
排
水
工
の
施
工
箇
所
で
覆
土
整
形
工
の
施
工
箇
所
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
ロ
　
評
価
委
員
会
に
お
い
て
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
計
画
を
検
討
す
る
際
，
覆
土
整
形
工
及
び
排
水
工
に
関
す
る
適

切
な
施
工
管
理
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
ハ
　
県
は
，
当
該
答
申
を
受
け
，
工
事
説
明
会
等
に
お
い
て
，
工
事
に
関
す
る
施
工
管
理
に
つ
い
て
説
明
し
て

い
る
。
説
明
内
容
は
，
排
水
工
に
お
い
て
，
掘
削
部
に
お
け
る
シ
ー
ト
養
生
や
，
ガ
ス
が
管
理
基
準
値
以
上

に
な
っ
た
場
合
に
は
，
強
制
換
気
や
捕
捉
材
に
よ
る
ガ
ス
の
吸
着
を
行
う
等
の
対
応
を
行
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。

　
　
�
　
排
出
し
た
廃
棄
物
の
状
況

　
　
　
イ
　
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物
は
，８
月
末
現
在
で
約
680ト

ン
で
あ
る
。
工
事
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
の
た
め
の
予

算
は
，
積
算
上
約
1,100ト

ン
分
約
2,800万

円
を
措
置
し
て
お
り
，
そ
れ
は
廃
棄
物
が
出
る
可
能
性
の
高
い
排

水
工
に
充
て
こ
ん
で
い
る
。
覆
土
整
形
工
に
お
い
て
発
生
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
一
部
を
充
て
る
こ
と
に
し

て
お
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
の
実
績
に
応
じ
て
精
算
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
覆
土
整
形
工
に
お
い
て
排
出
さ
れ
た
廃
棄
物
を
分
析
し
て
い
る
が
，
排
出
量
が
一
番
多
か
っ
た
第
８
ブ

ロ
ッ
ク
※
注地
点
で
は
，
本
来
安
定
型
最
終
処
分
場
で
処
分
し
て
は
な
ら
な
い
，
紙
く
ず
や
木
く
ず
な
ど
の
易

燃
性
廃
棄
物
の
割
合
が
11.51％

，
次
い
で
排
出
量
が
多
か
っ
た
第
７
ブ
ロ
ッ
ク
※
注地
点
で
は
5.82％

と
い
う

結
果
で
あ
っ
た
。

　
　
�
　
請
求
人
が
以
前
か
ら
覆
土
が
薄
い
と
指
摘
し
て
い
た
場
所
か
ら
廃
棄
物
が
出
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
イ
　
請
求
人
か
ら
廃
棄
物
が
出
現
し
た
場
所
の
覆
土
が
薄
い
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
が
，
そ
の
時
点
で
は
，
ど

こ
か
ら
，
ど
れ
く
ら
い
出
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
，
県
と
し
て
そ
の
精
度
を
評
価
す
る
情
報
を
持
ち
合
わ

せ
て
お
ら
ず
，
廃
棄
物
を
掘
削
す
る
場
合
の
対
策
も
講
じ
て
い
た
の
で
，
工
事
の
中
止
や
や
り
直
し
す
る
と

い
う
選
択
は
と
ら
な
か
っ
た
。
事
前
調
査
で
は
，
薄
い
場
所
は
あ
る
も
の
の
，
50㎝

の
覆
土
厚
が
確
保
で
き

な
い
場
所
は
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
り
，
工
事
を
継
続
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
廃
棄
物
の
埋
め
立
て
方
法
は
，
一
般
的
に
，
廃
棄
物
は
あ
る
程
度
な
ら
し
て
か
ら
覆
土
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
，
場
所
に
よ
っ
て
で
こ
ぼ
こ
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。

　
　
　
ハ
　
事
実
証
明
書
５
番
で
提
出
さ
れ
た
「
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
概
要
」
に
つ
い
て
は
，
平
成
15年
12月
か
ら
平
成

16年
１
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た「
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
ボ
ー
リ
ン
グ
等
調
査
業
務
」

の
結
果
を
基
に
作
ら
れ
た
資
料
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
結
果
，
覆
土
厚
が
薄
い
箇
所
に
つ
い
て
，
県
は
，
平

成
16年
１
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
行
政
代
執
行
で
覆
土
し
て
い
る
。

　
　
　
ニ
　
今
回
，
県
が
行
政
代
執
行
に
よ
り
覆
土
整
地
工
事
を
実
施
し
た
箇
所
の
一
部
か
ら
廃
棄
物
が
掘
削
さ
れ
た

が
，
当
該
箇
所
の
覆
土
が
50㎝

以
上
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
り
，
平
成
15年
度
当
時
の
工
事
に
は
問
題

は
な
い
。

　
　
�
　
電
気
探
査
が
正
確
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て

　
電
気
探
査
は
，
処
分
場
全
体
の
廃
棄
物
量
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
り
，
覆
土
整
形
工
の
実
施
設
計
に
お
い
て
，

覆
土
厚
の
推
定
に
電
気
探
査
の
デ
ー
タ
は
使
用
し
て
い
な
い
。

　
　
�
　
村
田
町
立
第
二
中
学
校
で
ガ
ス
濃
度
が
上
が
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て

　
処
分
場
内
の
２
カ
所
と
処
分
場
か
ら
少
し
離
れ
た
村
田
町
立
第
二
中
学
校
の
１
カ
所
の
合
計
３
カ
所
で
24時

間
連
続
で
硫
化
水
素
ガ
ス
を
観
測
し
て
い
る
が
，
平
成
20年

８
月
８
日
の
深
夜
な
ど
に
３
回
ほ
ど
0.02P

P
M
を

超
え
る
数
値
を
観
測
し
て
い
る
。
原
因
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
特
定
で
き
て
い
な
い
が
，
同
時
刻
に
処
分
場
内

の
２
カ
所
で
は
観
測
さ
れ
て
お
ら
ず
，
か
つ
，
当
時
刻
の
風
向
き
が
無
風
又
は
逆
方
向
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
発

生
源
が
処
分
場
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
評
価
委
員
会
の
中
で
も
，
引
き
続
き
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
ガ
ス
は
過
去
に
も
0.02P

P
M
を
超
え
た
こ
と
は
あ
る
。

　
　
�
　
委
託
業
者
が
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
し
た
際
の
コ
ア
を
処
分
し
た
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て

　
現
地
に
保
存
し
て
い
た
コ
ア
は
，
平
成
16年
度
に
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
し
た
際
の
コ
ア
で
あ
る
。
当
該
調
査
に

つ
い
て
は
，
既
に
，
成
分
（
組
成
）
等
の
分
析
も
終
わ
っ
て
お
り
，
写
真
も
保
存
さ
れ
て
い
る
た
め
不
要
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
故
意
に
捨
て
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
覆
土
整
形
工
で
は
，
処
分
場
内
に
あ
る
コ

ア
を
保
管
し
て
い
た
小
屋
の
場
所
に
つ
い
て
も
工
事
す
る
予
定
で
，
工
事
の
工
程
表
で
は
，
そ
の
小
屋
を
９
月

末
ま
で
に
撤
去
す
る
計
画
に
な
っ
て
お
り
，
計
画
ど
お
り
に
業
者
が
処
分
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
�
　
硫
化
水
素
ガ
ス
の
発
生
状
況
に
つ
い
て

　
　
　
イ
　
ガ
ス
濃
度
が
一
番
高
か
っ
た
の
は
，
平
成
13年
７
月
12日
に
県
が
立
入
検
査
し
た
際
に
測
定
し
た
も
の
で
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P
M
と
い
う
数
値
で
，
測
定
し
た
場
所
は
，
当
時
廃
棄
物
処
理
事
業
者
が
設
置
し
た
ガ
ス
抜
き
管
の

出
口
の
濃
度
を
測
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
観
測
を
続
け
て
い
る
が
，
減
少
傾
向
に
あ
り
，
最
近
で

は
，
処
分
場
敷
地
境
界
の
観
測
地
（
地
上
約
20㎝

で
観
測
）
で
，
悪
臭
防
止
法
に
定
め
る
硫
化
水
素
濃
度
の

規
制
基
準
と
し
て
示
さ
れ
る
濃
度
範
囲
の
う
ち
最
も
厳
し
い
濃
度
で
あ
る
0.02P

P
M
を
超
え
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
地
下
の
計
測
値
で
も
1,300P

P
M
～
1,400P

P
M
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

　
　
　
ロ
　
当
該
処
分
場
は
，
平
成
13年
に
埋
め
立
て
を
終
え
て
お
り
，
当
時
よ
り
，
地
下
の
廃
棄
物
層
の
温
度
も
下

が
っ
て
お
り
，
ガ
ス
が
発
生
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
経
年
と
と
も
に
，
ガ

ス
濃
度
は
横
ば
い
か
下
が
る
傾
向
を
示
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
　
�
　
覆
土
整
形
工
及
び
排
水
工
の
概
要
に
つ
い
て

　
　
　
イ
　
覆
土
整
形
工
は
，
廃
棄
物
埋
立
地
内
部
か
ら
の
ガ
ス
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
，
現
覆
土
の
表
層
を
な
ら
し

て
１
～
３
％
の
雨
水
排
水
勾
配
を
設
け
廃
棄
物
層
へ
の
雨
水
浸
透
を
抑
制
す
る
た
め
の
も
の
で
，
覆
土
の
表

面
に
は
種
子
散
布
に
よ
る
緑
化
を
施
す
も
の
で
あ
る
。
硫
化
水
素
ガ
ス
濃
度
の
高
い
箇
所
に
つ
い
て
は
，
多

機
能
性
覆
土
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
ロ
　
多
機
能
性
覆
土
は
，
平
成
16年

度
と
平
成
19年

度
の
表
層
ガ
ス
調
査
に
よ
り
硫
化
水
素
ガ
ス
濃
度
が

100P
P
M
を
超
え
た
範
囲
に
設
置
し
，
捕
捉
層
１
（
酸
化
鉄
＋
砂
），
捕
捉
層
２
（
活
性
炭
＋
砂
），
バ
リ
ア

層
と
植
栽
層
の
４
層
構
造
か
ら
な
る
。
捕
捉
層
１
は
硫
化
水
素
ガ
ス
を
，
捕
捉
層
２
は
そ
の
他
の
ガ
ス
も
吸

着
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ハ
　
当
該
処
分
場
は
，
降
雨
時
に
地
下
の
水
位
が
上
が
る
こ
と
が
調
査
で
分
か
っ
て
い
る
。
廃
棄
物
層
で
発
生

し
た
ガ
ス
は
，
地
下
水
位
が
上
が
る
と
，
ポ
ン
プ
で
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
大
気
中
に
排
出
さ
れ
て
し
ま
う
。

排
水
工
は
，
処
分
場
内
の
地
下
水
位
の
変
動
を
抑
制
す
る
た
め
処
分
場
の
周
り
に
側
溝
を
配
し
，
降
雨
時
等

に
す
ぐ
に
下
流
に
排
水
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
※
注
　
「
第
８
ブ
ロ
ッ
ク
」，「
第
７
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
は
，
覆
土
整
形
工
に
お
け
る
施
工
区
割
り
の
呼
称
で
あ
る
。

第
７
　
判
断

　
本
件
監
査
請
求
の
対
象
で
あ
る
H
19竹
の
内
第
1-202号

「
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
支
障

除
去
対
策
実
施
設
計
業
務
」
は
，
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
対
策
の
一
環
と
し
て
，
多
機
能

性
覆
土
，
整
形
工
設
計
や
雨
水
排
水
工
設
計
の
他
，
多
機
能
性
覆
土
盛
土
試
験
や
表
層
ガ
ス
調
査
等
を
委
託
し
た

も
の
で
あ
り
，
12者
が
参
加
し
た
指
名
競
争
入
札
に
よ
り
，
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
が
33,400,000円

（
消
費

税
抜
き
）
で
落
札
し
，
平
成
19年

４
月
26日

に
契
約
，
そ
の
後
，
２
回
の
契
約
変
更
を
経
て
最
終
契
約
金
額

42,515,550円
と
な
っ
た
。

　
平
成
20年
３
月
10日
に
業
務
完
了
報
告
を
受
け
て
，
同
月
17日
に
完
了
検
査
を
行
い
，
仕
様
書
に
基
づ
き
，
業

務
報
告
書
に
よ
り
検
査
確
認
の
上
，
合
格
と
認
め
，
最
終
委
託
契
約
金
額
の
う
ち
，
平
成
19年
５
月
18日
に
前
金

払
と
し
て
支
払
っ
た
分
を
除
い
た
金
額
に
つ
い
て
平
成
20年
４
月
４
日
に
支
出
し
，
支
払
い
を
終
え
て
い
る
。

　
請
求
人
は
，「
想
定
外
浅
層
に
大
量
の
ゴ
ミ
層
が
存
在
し
，
ガ
ス
を
伴
っ
て
掘
り
お
こ
さ
れ
，
管
理
型
の
処
分

場
に
搬
出
，
処
分
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
大
量
の

廃
棄
物
が
出
土
し
た
の
だ
か
ら
，
従
来
の
廃
棄
物
調
査
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
，
覆
土
整
形
工
の
設
計
に
手
落
ち
が

あ
っ
た
か
，
あ
る
い
は
そ
の
重
複
で
あ
る
。」
と
し
，「
宮
城
県
が
株
式
会
社
建
設
技
術
研
究
所
に
支
払
っ
た
委
託

費
の
支
出
は
，
十
分
な
成
果
品
を
伴
わ
な
い
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
で
あ
り
，
そ
の
全
額
が
県
の
損
害
で

あ
る
か
ら
損
害
の
補
て
ん
の
た
め
に
全
額
返
還
さ
せ
る
こ
と
。」
を
求
め
て
い
る
の
で
，
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断

す
る
。

　
監
査
対
象
業
務
で
あ
る
表
層
ガ
ス
調
査
及
び
覆
土
整
形
工
の
設
計
に
つ
い
て
は
，
県
の
示
し
た
仕
様
書
に
基
づ

き
適
正
に
行
わ
れ
，
関
係
諸
規
程
に
基
づ
く
完
了
検
査
等
の
手
続
き
を
経
て
委
託
費
の
支
出
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
ま
た
，
総
合
対
策
検
討
委
員
会
で
の
検
討
結
果
に
よ
り
30ｍ
又
は
15ｍ
間
隔
で
実
施
し
た
表
層
ガ
ス
調
査
の
結

果
を
実
施
設
計
に
活
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
，
特
定
産
業
廃
棄
物
に
起
因
す
る
支
障
の
除
去
等
に
関
す
る
特
別

措
置
法
に
基
づ
く
特
定
支
障
除
去
事
業
の
把
握
方
法
と
し
て
，
30ｍ
四
方
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
切
り
試
料
を
採
取
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
及
び
他
の
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
調
査
事
例
で
も
同
様
の
間
隔
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
踏
ま
え
る
と
，
通
常
求
め
ら
れ
る
調
査
よ
り
も
精
度
の
高
い
調
査
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
。

　
な
お
，
監
査
対
象
業
務
の
成
果
品
を
基
に
平
成
19年
度
に
発
注
し
た
覆
土
整
形
工
に
お
い
て
廃
棄
物
を
掘
削
し

た
こ
と
に
つ
い
て
は
，
実
施
設
計
に
際
し
て
，
平
成
16年
度
及
び
平
成
19年
度
に
30ｍ
又
は
15ｍ
間
隔
で
行
っ
た

廃
棄
物
層
の
ガ
ス
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
副
次
的
に
分
か
っ
た
覆
土
厚
を
使
用
し
て

い
る
こ
と
か
ら
，
ボ
ー
リ
ン
グ
を
行
っ
た
点
と
点
の
間
の
覆
土
厚
は
推
定
値
の
た
め
，
あ
る
程
度
不
確
実
な
も
の

と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
，
こ
れ
は
，
サ
ン
プ
ル
調
査
の
限
界
と
し
て
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
の
た
め
，
覆
土
整
形
工
に
係
る
設
計
の
施
工
管
理
に
お
い
て
，
施
工
時
に
廃
棄
物
層
を
掘
削
し
た
場
合
の
対

策
が
立
て
ら
れ
て
お
り
，
今
回
掘
削
し
た
廃
棄
物
に
つ
い
て
も
，
そ
の
対
策
に
し
た
が
っ
て
，
速
や
か
に
，
か
つ
，

適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
，
監
査
対
象
業
務
に
係
る
委
託
費
の
支
出
に
つ
い
て
の
財
務
会
計
行
為
は
，
適
正
に
行
わ
れ

た
業
務
に
対
し
て
，
関
係
諸
規
程
に
則
り
行
わ
れ
た
正
当
な
も
の
で
あ
り
，
違
法
又
は
不
当
な
支
出
で
あ
る
と
は

認
め
ら
れ
な
い
。

　
よ
っ
て
，
監
査
対
象
事
項
に
係
る
請
求
に
は
理
由
が
な
い
の
で
，
こ
れ
を
棄
却
す
る
。

付
言
－
知
事
に
対
す
る
要
望

　
監
査
委
員
は
，
知
事
に
対
し
て
，
村
田
町
竹
の
内
地
区
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
問
題
に
対
す
る
住
民
の
思
い
を
踏

ま
え
，
十
分
な
説
明
に
よ
り
住
民
の
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
，
こ
の
問
題
に
対
処
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。
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別表 株式会社建設技術研究所への業務委託状況

備　　　　　考
（工事との関連性）

支払状況委託金額
（円）委託期間業　　務　　概　　要業　務　名№

金額（円）年月日

処分場に係る各種対策
（工事を含む）を講じる
ための調査の一環として
行われた調査。総合対策
検討委員会（学識経験者
10名，住民代表７名，行
政３名）で実施を決定し，
内容も検討。

30,660,000H17. 2. 330,660,000
H16. 9.15
～

H16.12.28

処分場に埋め立てられた廃棄物量及び処
分場の現況を把握するために実施。主な
業務は，測量調査，表層ガス等調査（30
ｍメッシュ），埋立廃棄物量等調査，総
合解析等。

村田町竹の
内地区産業
廃棄物最終
処分場埋立
廃棄物量等
調査業務

1

処分場に係る各種対策
（工事を含む）を講じる
ための調査の一環として
行われた調査。総合対策
検討委員会（学識経験者
10名，住民代表７名，行
政３名）で実施を決定し，
内容も検討。

108,045,000H17. 3.22108,045,000
H16.11.15
～

H17. 2.28

処分場に埋め立てられた廃棄物の性状及
び有害物質の分布等状況を把握するため
に実施。主な業務は，表層ガス等調査
（15ｍメッシュ），廃棄物性状等調査，総
合解析等。

村田町竹の
内地区産業
廃棄物最終
処分場有害
物質分布等
調査業務

2

多機能性覆土と透過性反
応浄化壁（必要が生じた
場合に実施）の内容を決
定するための試験がメイ
ンであり，対策工事の内
容を定める基本設計につ
いては，産廃特措法に基
づく実施計画書を策定す
るのに必要な範囲で実
施。

12,020,000H17.11.22

114,993,900
H17.11. 2
～

H18.12.20

処分場に埋め立てられた廃棄物に起因す
る支障及び支障のおそれを除去する対策
を行うための実施計画書（産廃特措法に
基づくもので，国に認められれば交付金
措置の伴う起債が可能）を策定するため
の基本設計及基本設計に必要な調査。基
本設計は対策の内容や概算工事費の積算
等を主な業務とするため，工事は，詳細
な実施設計に基づき行うことになる。ま
た，基本設計を行う上で必要な地下水調
査と対策の内容となる多機能性覆土と透
過性反応浄化壁に使用する捕捉材，浄化
材等を決定するための試験等も実施。

竹の内産廃
処分場支障
除去対策基
本設計及び
概要調査業
務

3

28,079,500H18. 4.26

14,740,000H18. 4.26

60,154,400H19. 1.22

基本設計や各種調査を踏
まえた上で実施設計を行
い，これに基づき工事施
工中。なお，表層ガス調
査は，H16の方法を踏襲。

10,520,000H19. 5.18

42,515,550
H19. 4.27
～

H20. 3.10

支障除去対策としての雨水浸透防止対策
工事を実施するための関係調査と実施設
計を実施。多機能性覆土工・整形工の設
計，雨水排水工の設計の他，多機能性覆
土盛土試験や表層ガス調査等を実施。

村田町竹の
内地区産業
廃棄物最終
処分場支障
除去対策実
施設計業務

4

31,995,550H20. 4. 4
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